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順位 前年順位 管理会社 戸数 

1 1 日本ハウズイング 448,774 

2 2 大京アステージ 428,663 

3 3 東急コミュニティー 338,581 

4 4 三菱地所コミュニティ 334,601 

5 5 長谷工コミュニティ 275,084 

6 6 大和ライフネクスト 265,512 

7 7 三井不動産レジデンシャルサービス  205,426 

8 8 合人社計画研究所 204,652 

9 9 住友不動産建物サービス 190,721 

10 10 コミュニティワン 163,916 

11 11 日本総合住生活 160,977 

12 12 野村不動産パートナーズ 159,784 

13 15 あなぶきハウジングサービス 121,930 

14 13 穴吹コミュニティ 107,889 

15 16 伊藤忠アーバンコミュニティ 106,908 
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総合管理受託戸数ランキング ２０１９年
版 
年版 

グ
ル
ー
プ
別
 １５ 
社
で
 ６１ 
・
２
％
の
シ
ェ
ア 

寡
占
化
一
段
と 

管
理
組
合
に
「
管
理
委
託
費
」
見
直
し
申
し
出
の
動
き
顕
著
に 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
社
は
、
管
理
会
社

各
社
の
２
０
１
９
年

３
月
末
現
在
の
総
合

管
理
受
託
戸
数
の
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の

結
果
を
「
総
合
管
理
受

託
戸
数
ラ
ン
キ
ン
グ
」

２
０
１
９
年
度
版
と

し
て
発
表
す
る
。
同
集

計
に
は
部
分
管
理
や

賃
貸
管
理
戸
数
を
除

い
た
。
集
計
し
た
管
理

「上
乗
せ
特
約
」で

 

１００ 
％
補
償 

全
損 

な
ら 

「
大
半
損
」
で
も
 ６０ 
％
支
払
い 

「
上
乗
せ
特
約
」
で
火

災
保
険
金
の
１
０
０
％

を
補
償
―
。
地
震
等
に
よ

る
一
定
以
上
の
損
害
に

対
し
て
補
償
す
る
地
震

保
険
。
国
と
損
害
保
険
会

社
が
共
同
で
運
営
し
て

い
る
が
、
地
震
保
険
の
保

険
金
に
「
上
乗
せ
」
し
て

支
払
う
独
自
の
特
約
を

用
意
し
、
保
険
金
を
多
く

受
け
取
れ
る
商
品
を
販

売
す
る
損
害
保
険
会
社

が
あ
る
。
地
震
保
険
に
未

加
入
で
も
、
地
震
に
よ
る

会
社
は
５
０
２
社
。 

管
理
会
社
上
位
１
２

社
の
順
位
の
変
化
は
な

か
っ
た
。 

あ
な
ぶ
き
ハ
ウ
ジ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
が
昨
年
１

５
位
か
ら
二
つ
順
位
を

上
げ
て
１
３
位
に
な
っ

た
。
昨
年
７
月
１
日
付

で
子
会
社
の
あ
な
ぶ
き

セ
ザ
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
と

合
併
、
戸
数
を
増
や
し

１
２
万
１
９
３
０
戸
で

ラ
ン
ク
イ
ン
。
伊
藤
忠

ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
も
昨
年
１
０
月
１
日

付
で
子
会
社
の
Ｉ
Ｕ
Ｃ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
イ
フ

と
合
併
。
１
０
万
６
９

０
８
戸
を
数
え
、
昨
年

の
１
６
位
か
ら
１
５
位

に
ア
ッ
プ
し
た
。
上
位

１
５
位
ま
で
１
０
万
戸

を
突
破
し
て
い
る
。 

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の

ス
ト
ッ
ク
は
昨
年
末
時

点
で
６
５
４
万
戸
と
見

込
ま
れ
る
。
上
位
１
５
社

の
市
場
占
有
率
は
５

３
・
７
％
で
昨
年
か
ら

０
・
７
ポ
イ
ン
ト
増
加
。

グ
ル
ー
プ
別
上
位
１
５

社
で
見
て
も
６
１
・
２
％

で
昨
年
か
ら
０
・
３
ポ
イ

ン
ト
増
加
し
、
市
場
寡
占

化
が
一
段
と
進
ん
で
い

る
状
況
が
う
か
が
わ
れ

る
。 管

理
委
託
費
見
直
し
の

動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
き

た
。
管
理
員
や
清
掃
員
な

ど
の
採
用
難
、
最
低
賃
金

ア
ッ
プ
、
社
会
保
険
関
連

費
用
ア
ッ
プ
、
そ
し
て
働

き
方
改
革
の
推
進
な
ど
か

ら
、
受
託
し
て
い
る
管
理

組
合
に
管
理
委
託
費
の
値

上
げ
を
依
頼
す
る
動
き

だ
。
適
正
な
収
益
が
確
保

で
き
な
い
場
合
は
管
理
継

続
の
辞
退
を
申
し
出
る
ケ

ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
大

手
管
理
会
社
の
中
に
は
、

親
会
社
が
分
譲
す
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
受
託
管
理
に
徹

底
し
、
リ
プ
レ
イ
ス
で

受
託
し
た
他
社
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
は
、
管
理
組

合
に
自
ら
解
約
を
申
し

出
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。 国

を
挙
げ
て
マ
ン
シ

ョ
ン
の
長
寿
命
化
が
叫

ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の

達
成
に
は
「
継
続
的
な

維
持
管
理
」
が
欠
か
せ

な
い
。
管
理
組
合
と
管

理
会
社
が
知
恵
を
出
し

汗
を
か
い
て
良
き
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞
１
１
０
５

号
） 

火
災
の
損
害
を
カ
バ
ー
す

る
特
約
を
取
り
扱
っ
て
い

る
保
険
会
社
も
。
こ
こ
で

は
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の

共
用
部
分
も
対
象
に
し
て

い
る
商
品
を
紹
介
す
る
。 

損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
日

本
興
亜
が
２
０
１
５
年
１

０
月
か
ら
販
売
を
開
始
し

て
い
る
「
地
震
危
険
等
上

乗
せ
特
約
」
は
、
地
震
や

噴
火
、
津
波
を
原
因
と
す

る
火
災
・
損
害
・
埋
没
・

流
出
で
損
害
が
生
じ
た
場

合
に
、
地
震
保
険
金
と
合

わ
せ
て
最
大
で
保
険
金

額
の
１
０
０
％
を
補
償

す
る
。 

同
特
約
を
付
保
す
る

こ
と
で
地
震
保
険
金
額

と
同
額
の
保
険
金
を
上

乗
せ
し
て
補
償
す
る
た

め
、
全
額
は
火
災
保
険

金
額
の
１
０
０
％
、
大

半
損
は
同
６
０
％
、
小

半
損
は
同
３
０
％
、
一

部
損
は
同
５
％
が
支
払

わ
れ
る
。 

◇ 

次
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く 

           

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
１
０
７
４
号
） 地震保険 

www.mankan-builkan.com
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編集後記 

分譲マンションでは 1 つの建物に多数の共有者が共同生活をしていますので、戸建て住宅とは違い各種の制約を

受けることになります。日本人の他人を思いやる気持ち、おもてなしの心がマンションの共同生活でも大切です。

戸建て住宅とは違い、集合住宅では居住者の一人一人がこのような気持ちで生活をしていけば、マナー違反や、

マンション法（区分所有法）、管理規約・細則で「共同の利益に背反する行為」としているような禁止行為は起こ

らないと思います。 

 

外

部 

専
門
家 

管
理
者
・
理
事
長
就
任
３
・
１
％ 

世
帯
主
年
齢
は
６

０
歳
以
上
が
４
９
・

２
％
、
永
住
意
識
は
さ

ら
に
高
ま
り
「
永
住
す

る
つ
も
り
」
が
前
回
の

５
２
・
４
％
か
ら
６

２
・
８
％
と
、
１
０
ポ

イ
ン
ト
以
上
増
加
し

た
。 賃

貸
化
率
は
０
％

が
１
１
・
６
％
。
２

０
％
以
下
は
５
７
・

国交省 

大規模修繕関係の設問充実 
 １８ 
年
度 

マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査 

６
％
と
、
６
割
近
く
に

達
し
て
い
る
（
１
３
年

度
調
査
比
２
・
０
ポ
イ

ン
ト
減
）。 

３
カ
月
以
上
の
空
き

家
率
は
０
％
が
４
７
・

９
％
。
２
０
％
以
下
が

３
６
．
１
％
。 

空
き
家
の
う
ち
所
在

不
明
・
連
絡
先
不
通
戸

数
は
０
％
が
３
１
・

４
％
。
２
０
％
以
下
は

１
・
７
％
に
と
ど
ま
っ

た
が
、
２
０
％
超
が

２
・
２
％
あ
っ
た
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

の
認
知
状
況
は
「
知
っ

て
い
る
」
が
６
２
・

７
％
。 

『
外
部
専
門
家
の
活

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
。

「
知
っ
て
い
る
」
の
は

３
３
・
１
％
。「
知
ら
な

い
」
が
６
４
・
０
％
と
、

半
数
を
超
え
て
い
る
。

公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
の

認
知
状
況
も
低
く
、「
知

ら
な
い
」
が
４
９
・
５
％

と
、「
知
っ
て
い
る
」
の

４
７
・
５
％
を
上
回
っ

た
。 建

替
え
円
滑
化
法
上

の
敷
地
売
却
制
度
を
知

っ
て
い
る
の
は
８
・

０
％
と
１
割
を
切
っ
て

い
る
。 

委
任
状
・
議
決
権
行

使
書
提
出
者
を
含
む
総

会
出
席
割
合
は
、
平
均

８
２
・
１
％
（
同
２
・

７
ポ
イ
ン
ト
増
）。
委
任

状
等
を
除
い
た
場
合
は

同
３
２
・
９
％
（
同
１
・

９
ポ
イ
ン
ト
減
）。 

理
事
会
役
員
の
年
代

別
構
成
比
は
６
０
～
８

０
歳
以
上
の
合
計
が
４

１
・
９
％
と
４
割
を
超

え
て
い
る
。
最
も
多
か

っ
た
の
は
５
０
歳
代
で

２
６
・
２
％
。 

役
員
報
酬
は
「
支
払

っ
て
い
な
い
」
が
７

３
・
３
％
。 

「
組
合
員
名
簿
・
居

住
者
名
簿
が
あ
る
」
の

は
７
７
・
３
％
。
管
理

組
合
が
個
人
情
報
保
護

法
上
の
取
り
扱
い
事
業

者
に
な
っ
た
こ
と
を
知

っ
て
お
り
、
必
要
な
措

置
を
実
施
済
み
だ
っ
た

の
は
５
７
・
３
％
。 

外
部
専
門
家
を
活
用

し
た
こ
と
が
あ
る
の
は

４
１
・
８
％
。
活
用
状

況
は
建
築
士
が
１
５
・

６
％
で
ト
ッ
プ
。
２
位

が
弁
護
士
で
１
５
・

２
％
。
今
回
新
た
に
選

択
肢
に
登
場
さ
せ
た
管

理
業
務
主
任
者
が
１

３
・
９
％
で
、
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
（
１
３
・

０
％
）
を
上
回
っ
た
。 

内
容
は
「
単
発
の
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業

務
」
が
６
１
・
２
％
で

最
多
。「
顧
問
契
約
」
が

２
０
・
４
％
で
続
く
。

「
管
理
者
・
理
事
長
へ

の
就
任
」
は
２
２
組
合

（
３
・
１
％
）
だ
っ
た
。 

外
部
役
員
に
依
頼
し

た
業
務
は
「
理
事
会
の

開
催
・
運
営
」
が
６
４
・

３
％
で
ト
ッ
プ
（
重
複

回
答
）
。 

報
酬
月
額
は
「
５
万

円
未
満
」
が
２
１
・
４
％

で
最
多
。「
５
万
円
以
上

１
０
万
円
未
満
」「
１
０

万
円
以
上
１
５
万
円
未

満
」
が
７
・
１
％
で
並

ん
だ
。 

外
部
役
員
に
つ
い
て

「
検
討
し
て
い
る
」
の

は
０
・
９
％
。「
将
来
的

に
必
要
と
な
れ
ば
検
討

し
た
い
」
が
２
７
・

５
％
。「
必
要
が
な
い
の

で
検
討
し
な
い
」
が
４

４
・
２
％
で
最
も
多
か

っ
た
。
外
部
役
員
に
行

っ
て
ほ
し
い
業
務
は

「
大
規
模
修
繕
工
事
の

実
施
」「
長
期
修
繕
計
画

の
作
成
・
見
直
し
」
が

い
ず
れ
も
２
９
・
７
％

で
ト
ッ
プ
。 

新
築
時
の
修
繕
積
立

金
の
積
立
方
式
は
「
均

等
積
立
方
式
」
が
４

３
・
２
％
で
「
段
階
増

額
積
立
方
式
」
（
４
０
・

２
％
）
よ
り
上
。 

大
規
模
修
繕
工
事
の

発
注
方
式
は
「
責
任
施

工
方
式
」
が
４
４
・
７
％

で
ト
ッ
プ
。「
設
計
・
監

理
方
式
」
は
３
４
・

８
％
。「
Ｃ
Ｍ
方
式
」
は

３
・
５
％
。（
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
新
聞
１
１
０
４

号
） 

国
土
交
通
省
は
４
月
２
６
日
、
２
０
１
８
年
度
マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査
の
結
果
を
発
表
し
た
。
調
査

は
１
３
年
度
以
来
５
年
ぶ
り
。
今
回
は
お
と
と
し
９
月
の
『
外
部
専
門
家
の
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
作

成
・
公
表
を
受
け
、
外
部
役
員
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
な
ど
、
外
部
専
門
家
の
活
用
に
関
す
る
質
問
を

深
化
さ
せ
た
。
長
期
修
繕
計
画
に
基
づ
く
修
繕
工
事
費
や
大
規
模
修
繕
工
事
実
施
時
の
発
注
方
式
、
工

事
発
注
・
業
者
選
定
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
工
事
関
係
の
質
問
も
充
実
さ
せ
た
。 

前
ペ
ー
ジ
の
つ
づ
き 

地
震
保
険
金
の
上
乗

せ
特
約
で
は
な
い
が
、

大
手
損
害
保
険
株
式
会

社
で
は
、
三
井
住
友
海

上
火
災
保
険
が
、
地
震

や
噴
火
、
津
波
を
原
因

と
す
る
火
災
の
損
害
に

対
し
て
補
償
す
る
「
地

震
火
災
費
用
特
約
」
を

取
り
扱
っ
て
い
る
。 

同
特
約
は
、
地
震
等

に
よ
る
火
災
の
み
に
対

応
し
て
お
り
、
建
物
が

「
半
焼
以
上
」
と
な
っ

た
場
合
に
保
険
金
額
の

５
％
を
支
払
う
。
限
度

額
は
１
回
の
事
故
に

つ
き
１
敷
地
内
ご
と

に
３
０
０
万
円
。
７
２

時
間
以
内
に
生
じ
た

２
回
以
上
の
地
震
等

は
一
括
し
て
１
回
の

事
故
と
み
な
す
。 

同
社
の
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
組
合
用
「
Ｇ
Ｋ

す
ま
い
の
保
険
」
に
付

保
で
き
る
。
同
社
に
よ

れ
ば
、
地
震
保
険
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も

付
保
で
き
る
。
（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
１

１
０
６
号
） 


